
  

Ⅱ．各重点分野における規制改革 

 

１ 社会保障・少子化対策 

 

（３）雇用・就労分野  

 

① 適材適所の人材活用 

 

イ 保育士資格 

保育士となる資格を得る方法は２つあり、指定保育士養成施設を卒業すること、

もしくは保育士試験に合格することが必要とされている。現在では、全体の９割

程度が前者の方法により保育士となる資格を得ている。 

この取得要件については、例えば、育児経験を有する者等が新たに保育士とし

て職に就くために資格を取得するにあたって、長期の就学の負担があること、及

び、受験要件を満たす機会が限定的であることから、保育職場での就労の機会を

狭めている。具体的には、指定保育士養成施設の就学期間として２年以上必要で

あること、及び、保育士試験の受験要件として認可保育所等での実務経験（高卒

以下の場合）が必要であるが、無資格のまま実務経験を積むことができるケース

が少ない現状にある。 

また、最近の保育職場を取り巻く環境については、問題を抱える家庭に対する

支援や、障害児保育への対応、さらには、保護者からの過度の要求への対応など

が求められ、ますます厳しくなっている。このことだけが理由ではないが、保育

士となる資格を有する者の多くは、保育職場から離れている状況にある。また、

新卒で保育職場に就職しても、対応力不足や適性面から比較的短期間で保育職場

を離れざるを得ないケースも見受けられるとの指摘がある。このような状況を解

決するためには、今後、保育士の保育職場における対応力を高めていくことが必

要である。 

   したがって、保育職場での対応力を高める観点から、育児経験や社会経験を有

する者など、多様な人材を保育職場に取り込むために、現行の保育士資格とは別

の枠組み（衛生等の基礎的な知識の履修を義務付け）を設けるとともに、その勤

務経験を保育士試験の実務経験として認めることにより試験受験の機会を確保す

ること、また、今年度から検討が開始されている養成施設のカリキュラムの見直

しにおいて、保育現場で実践的に活用できる内容の充実を図るために、過度に学

術的な内容を整理し全体の負担を軽減するべきである。 
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